
 平成２８年度 公益財団法人四国中央市体育協会職員採用試験実施要綱 

 

１．採用予定人員及び職務内容 

  

主 な 職 務 内 容 採用予定人員 

事業の企画・運営や施設運営管理など当協会の業務全般に従事する。 １名程度 

  

２．受験資格 

（１）日本国籍を有する者 

（２）四国中央市に在住する者又は採用後市内に居住可能な者で次に該当する者 

学 歴 等 

昭和６１年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者で、学校教育法に基づく大学（大

学院）の教育課程を修め卒業した者又は平成２９年３月末までに卒業見込の者 

 （３） パソコン（エクセル・ワード等）の操作ができる者 

(４) 次の欠格事由に該当する者は、受験することはできません 

①成年被後見人又は被保佐人 

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３．試験日・試験場所及び合格発表 

区分 試験日時 場所 合格発表 

 

 

 

第１次試験 

（作文試験） 

（面接試験） 

平成 29年 3月 7日（火） 

作文試験 

※受付  9:30～10:00 

※説明 10:10～10:30 

※試験 10:30～12:00 

 昼 食 

面接試験 

※試験 13:10～ 

四国中央市伊予三

島運動公園体育館 

会議室 

平成 29年 3 月中旬に合否の通知

をする。 

 

第２次試験 

（面接試験） 

 

平成 29年 3月 21日（火） 

※受付 9:00～ 

※日時は予定 

  

四国中央市伊予三

島運動公園体育館 

会議室 

平成 29年 3月 25日までに合否の

通知をする。（予定） 

 

４．採用試験の方法及び内容 

 （１） 第１次試験 

     作文試験 

※文章をとおして、表現力、思考力、文章力等の能力を見ます。 

※試験用紙への記入には HBの鉛筆と消しゴムを使用してください。 

面接試験 

※面接をとおして、職員としての適正を判断するものです。 

（２） 第２次試験（第１次試験合格者に対して行います。） 

面接試験 

※面接をとおして、職員としての適正を判断するものです。 



５．受験手続 

 （１）申込用紙の請求  

    平成 29年 2月 15日（水）から公益財団法人四国中央市体育協会事務局でお渡しします。 

公益財団法人四国中央市体育協会公式 HPからのダウンロードも可能です。 

 （２）申込手続 

    申込用紙・受験票・面接シートに必要な事項を記入し、公益財団法人四国中央市体育協会事

務局へ提出してください。申込の受付と同時に受験票を交付いたします。 ※ 申込受付時に

受験資格を審査いたします。 

    なお、郵送による申し込みの場合は、封筒の表に「受験申込」と朱書し、あて先を書いた返

信用封筒に 82円分の切手を貼り、必ず同封してください。 

     

６. 受付期間等 

平成 29 年 2 月 15 日（水）から 3 月 3 日（金）までの執務時間中（火・土・日曜日を除き午前 8

時 30分から午後 5時 15分まで）公益財団法人四国中央市体育協会事務局で受け付けます。なお、

郵送の場合は、平成 29年 3月 3日（金）午後 5時 15分までに必着のこと。 

 

７. 提出書類 

① 公益財団法人四国中央市体育協会職員採用試験申込書（写真貼付） 

② 受験票（写真貼付） ※ 申込受付時に受験番号の交付を受け、試験当日に持参してください。 

③ 面接シート 

 

８．合格・採用 

  この試験の最終合格者は、平成 29年 4月 1日付けで公益財団法人四国中央市体育協会職員として

採用されることとなりますが、所定の期日までに卒業しなかった場合、採用までに当協会職員採用

内定者として不適切若しくは欠格事由に該当する事実が判明した場合には採用されません。 

採用された者は、採用後６ヶ月間は試用期間とし、その間職務を良好な成績で遂行したときに正

式採用となります。ただし、期間を延長する場合があります。 

 

９．給与等 

（１） 給与（給料 172,900円以上） 

給与は、公益財団法人四国中央市体育協会給与規定により支給され、該当者に対しては、扶

養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。職歴等がある場合は、

給与規定に基づき一定の調整があります。 

（２） 勤務時間 8：30～17：15（早朝・夜間の業務により、一部変則勤務となることがあります。） 

（３） 休日、休暇 

    職員の休日は原則として、週休 2日、及び国民の祝日に関する法律に定める休日（祝日）、年

末年始（12月 29日～1月 3日）。 

土・日・祝祭日もシフトにより勤務があります。 

    年次有給休暇等の休暇制度があります。 

     

10．その他（問合せ／請求／照会） 

受験手続、その他不明な点は公益財団法人四国中央市体育協会事務局（火・土・日曜日を除き午

前 8時 30分から午後 5時 15分まで）へお問い合わせください。また、本試験に関して内容の変更

や追加等のお知らせがある場合は、公益財団法人四国中央市体育協会のホームページに随時掲載い

たしますので、受験前に必ずご確認ください。 

〒799－0422   四国中央市中之庄町 1665-1 伊予三島運動公園体育館内 

TEL 0896-28-6071 FAX 0896-28-6105 

ホームページ http://www.koueki.shikokuchuo.jp/shikokuchuo-sports/ 

※3/1以降は下記のＵＲＬになります。 

       http://sports.shikokuchuo.or.jp/ 
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